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研究要旨 

 本稿は、2000 年代に入って急速に UHC を達成したマレーシアに焦点を

当て、UHC 達成に大きな役割を担う出生・死亡・住民登録及び人口動態統

計（以後、CRVS と省略）に注目し、出生・死亡登録のカバレッジ、登録内

容の質について、現状を把握する。また、CRVS システム構築のプロセスと

仕組みについて把握し、今後の課題を提示する。 
 マレーシアの出生・死亡登録のカバレッジは 90-99%に達しており、東南

アジア諸国の中ではかなり高い方である。この背景として、出生・死亡登録

がイギリス植民地時代から開始されており、1957 年にマラヤ連邦が独立し

てから国レベルの登録制度に統一されたこと、住民登録に関しては、1948
年にはすでに国家登録局が設立され個人 ID カードの発行が開始されていた

こと、などが挙げられる。現在は、国家登録局が、個人の出生・死亡、結婚、

離婚、養子縁組、国籍の情報を一元的に管理しており、他の政府機関もこの

情報を利用することが出来るようになっている。 
 このように個人情報のオンライン化が進んでいるマレーシアであるが、カ

バレッジに関しては交通手段が未整備であるサバ州で登録漏れがみられる。

また CRVS の質に関しては、死因統計に問題が多いことが指摘されている。

口頭部検（verbal autopsy）及び死因コーディングの質の向上が必要とされ

ている。 
 

Ａ．研究目的 
 本稿は、2000 年代に入って急速に UHC
を達成したマレーシアに焦点を当て、UHC
達成に大きな役割を担う出生・死亡・住民

登録及び人口動態統計（以後、CRVS と省

略）に注目し、出生・死亡登録のカバレッ

ジ、登録内容の質について現状を把握する。

また、CRVS システム構築のプロセスとそ

の仕組みについて把握し、今後の課題を提

示する。 
 

Ｂ．研究方法 
本研究では、まず、マレーシアの出生・

死亡登録の整備状況を、他のアジア諸国と

の比較を交えながら国連やマレーシア統計

局の資料、及び文献を用いて検討する。次

に、CRVS システムの設立過程、具体的な

登録手続き方法、登録制度を普及させるた

めに政府のとった政策や今後の課題などに

ついて、国連およびマレーシア統計局資料

や国家登録局のホームページに記載された

情報などから把握する。 
 

Ｃ．研究成果 
 国連の資料によると、マレーシアは出

生・死亡どちらについても登録のカバレッ



 

 

ジは 90-99％の間にあるグループに分類さ

れおり、日本と同レベルにある。カバレッ

ジの他に死因統計の質や一貫性、公表の迅

速性等も考慮した指標でみると、マレーシ

アは上から 2 番目のグループとなり、日本

よりも一つランクが下がる。一方、WHO
の死因統計の質の分類では、死因統計の精

度が低く、データとして使用不能なグルー

プに分類されている。従って、マレーシア

の CRVS に関する課題は、死因統計の質に

あることがうかがえる。 
 マレーシアが急速に UHC を達成したと

はいえ、出生・死亡登録制度の歴史は 19
世紀に遡る。マレーシアでは、イギリス植

民地であった 19 世紀の終わりからイギリ

スの出生・死亡登録システムを踏襲した制

度が州単位で運用されていた。初期の登録

内容は、脱落が多く、登録事項も州ごとに

バラバラであった。1957 年のマラヤ連邦成

立と共に登録制度は国レベルで統一され、

マレーシアの行政制度は中央に集約される

こととなった。また、マレーシアでは国内

治安維持目的のため、1948 年には国家登録

局が設立されており、12 歳以上の全ての国

民は個人の情報を登録し、ID カードの所持

を義務づけられていた。出生・死亡登録は、

1953 年に国家登録局の所掌として追加さ

れた。今日、国家登録局は、出生・死亡、

養子縁組、結婚、離婚、国籍についても登

録の責任を負っている。 
 現在、出生・死亡登録手続きはオンライ

ン化され、半島マレーシア内では、どこで

も手続き可能となっている。登録期限など

の規定は、半島マレーシア、サバ州、サラ

ワク州で異なっている。登録事項は、生ま

れた（死亡した）人、その親（その遺族）

以外にも、出産に立ち会った人や医者の個

人 ID 番号の記載が義務づけられている。

このように、マレーシアでは、CRVS 情報

のデジタル化が進んでおり、国家登録局の

オンライン・システムを関係省庁が利用す

ることが可能である。また、関係省庁間の

データの統合なども進んでいる。 
 マレーシアの人口動態統計を所管してい

るのは、マレーシア統計局であるが、様々

な局面で保健省や国家登録局との協力、お

よびデータの統一化がなされている。例え

ば、人口動態統計は、各省庁間の担当者か

ら構成される委員会での同意を得て、マレ

ーシア統計局のポータルにアップロードさ

れる。一方、保健省は、医療ケア情報シス

テムという独自のデータベースを持ってお

り、国家登録局のデータと共通する項目も

含まれている。 
 マレーシアの出生・死亡登録のカバレッ

ジが高いのは、登録がイギリスの植民地時

代から行われてきたという歴史的経緯に加

え、2000 年代から急速に推進された登録業

務のデジタル化による利便化・スピード化

も大きいであろう。日常生活で出生証明な

どの情報が必要となる場面も多々あり、国

民の多くは出生・死亡登録の重要性を理解

している。また、政府も出生・死亡登録を

より広く国民に浸透させる目的で、出生・

死亡登録法の修正を行うなどの改革を行っ

てきた。 
 また、UHC 達成に寄与したデータ関連

事項として、保健省とのデータ統一化、人

口動態統計と死因統計の公表の早期化、出

生・死亡関連指標の四半期ごとの公表、小

地域単位の指標の公表、新しい指標の作成、

統計局 HP 上でのデータ公表、過去データ

整備とオンライン上のアーカイブ整備、

2020 年国勢調査をも視野に入れた省庁間

連携の緊密化が挙げられる。 
 
Ｄ．結果の考察 
マレーシアがその地理的・民族的多様性

にもかかわらず、東南アジアの国々の中で

も格段に速いスピードで UHC を達成でき



 

 

たのは、CRVS システムが寄与するところ

も大きかったと思われる。出生・死亡登録

制度が 19世紀後半から存在していたこと、

また住民登録制度が 1948 年に設立してい

たこと、などの歴史的経緯もあった。更に、

2000 年代に入り、IT 先進国を目指す政策

が推進され、CRVS システムのオンライン

化、関係省庁間でのデータの統一化などの

政策が進められたことも大きく貢献したと

思われる。 
その一方、死因統計についてみると、歴

史的経験は出生・死亡登録業務と同じであ

るにもかかわらず、その内容の複雑さゆえ

に課題は多く残されている。 
 
Ｅ．結論 

CRVS に関して残る課題は次の通りであ

る。カバレッジに関しては、地理的にアク

セスが困難な地域、特にサバ州での登録漏

れがまだ見られる。死因統計の質に関して

は、死因不詳の多さ、医者による志望診断

書が付いていない死亡の多さ、死因コード

化が一貫していない、などの問題が挙げら

れる。死因確定のための口頭部検（verbal 
autopsy）の質の向上、死因をコード化す

る専門家（コーダー）の養成・訓練が求め

られている。 
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